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映画著作物における実演家の権利の現状 

実 演 家 映画の著作物 

録音・録画の許諾 

インターネット配信

レ ン タ ル ビ デ オ

放 送 ・ 有 線 放 送

ビデオ・ＤＶＤ化

劇 場 公 開  

＜許諾権がない＞ 
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契約システム構築のための前提－実演家の許諾権の創設 

 

実 演 家 映画の著作物 

 許諾権を持つが、原

則として各種利用を

許諾する。 

インターネット配信 

レ ン タ ル ビ デ オ 

放 送 ・ 有 線 放 送 

ビデオ・ＤＶＤ化 

劇 場 公 開 

実演家は、契約のタイプを選択 
Ａタイプ：各種利用について予め許諾する（使用料との条件を個別に明記） 
Ｂタイプ：各種利用について予め許諾しない（権利を預かる CPRA が必

ず許諾。使用料を徴収・分配） 

録音・録画の許諾 
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A タイプ契約：各種利用について予め許諾する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 実演家Ａは、録音・録画時点での製作者らとの 
契約において、各種利用についても予め許諾・ 
契約し、使用料についても取り決めておく。 

 

実 演 家 

Ａ 

実 演 家 

Ｂ４ 

実 演 家 

Ｂ３ 

実 演 家 

Ｂ２ 

実 演 家 

Ｂ１ 

製 作 者 

Ｘ 

製 作 者 

Ｙ 

製 作 者 

Ｚ 

① 

（使用料との条件を個別に明記） 
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B タイプ契約：各種利用について予め許諾しない（その１） 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
① 実演家Ｂ１からＢ４は、録音・録画 
時点での製作者らとの契約において、 
その実演を映画に録音・録画することは 
許諾するが、各種利用については、許諾 
しない。 

② 各種利用については、ＣＰＲＡに権利 
の許諾及び使用料の交渉・決定を依頼する。 

 

ＣＰＲＡ ② 

実 演 家 

Ａ 

実 演 家 

Ｂ４ 

実 演 家 

Ｂ３ 

実 演 家 

Ｂ２ 

実 演 家 

Ｂ１ 

製 作 者 

Ｘ 

製 作 者 

Ｙ 

製 作 者 

Ｚ 

① 

（権利を預かる CPRA が必ず許諾。使用料を徴収・分配） 
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Ｂタイプ契約：各種利用について予め許諾しない（その２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ ＣＰＲＡは、各種の利用を行う者らに 
原則として許諾を与え、使用料を 
徴収し実演家に分配する 

 
 

実 演 家 

Ａ 

実 演 家 

Ｂ４ 

実 演 家 

Ｂ３ 

実 演 家 

Ｂ２ 

実 演 家 

Ｂ１ 

製 作 者 

Ｘ 

製 作 者 

Ｙ 

製 作 者 

Ｚ 

ＣＰＲＡ ③ 

ネット配

信事業者 

放 送 局 

レンタル

店 

ビデオ化 

業 者 




